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令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
八
三

木 曜 日

第
五
十
三
号

　

令
和
元
年

十
一
月
二
十
八
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定	

三
八
三

○
救
急
病
院
等
の
認
定
（
二
件
）	

三
八
三

○
山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一

	

三
八
四

　

部
改
正

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

三
八
四

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
八
五

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）	

三
八
五

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
八
六

　
　
　
　

そ　

の　

他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

三
八
六

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

三
八
六

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

1　

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー　

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
一
番
二
十
二
号

　

2　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ニ
コ
ス
株
式
会
社　

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
三
十
三
番
五
号

二	　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税

（
特
別
法
人
事
業
税
）
、
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
軽

油
引
取
税
、
自
動
車
税
、
鉱
区
税
、
自
動
車
税
種
別
割
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
代
理
納
付

す
る
も
の
に
限
る
。
）

三	　

指
定
代
理
納
付
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
種
類　

次
に
掲
げ
る
ブ
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　

1　

V
ISA

　

2　

M
asterCard

　

3　

JCB

　

4　

A
m
ericanExpress

　

5　

D
inersClub

四	　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

公
益
財
団
法
人
山
梨
厚
生
会
塩
山
市

民
病
院

甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
四
百
三
十
三
番
地
一

二　

	

認
定
期
限　

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地



山
梨
県
公
報　
　

第
五
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

三
八
四

北
杜
市
立
塩
川
病
院

北
杜
市
須
玉
町
藤
田
七
百
七
十
三
番
地

二　

	

認
定
期
限　

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　

1
⑴
の
表
を
1
⑵
の
表
と
し
、
1
⑴
の
表
と
し
て
次
の
一
表
を
加
え
る
。

　
　

（1

）　

産
業
技
術
に
関
す
る
設
備
及
び
機
器

種
別

区
分

項
目

単
位

金
額

機
械、

電
子
等
に

係
る
産
業
技
術
に

関
連
す
る
も
の

材
料
試
験
機
器

自
動
フ
ォ

カ
ス
微
小

硬
さ
試
験
機

1
時
間

1
,4
3
0
円

化
学
試
験
・
分

析
機
器

微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス

線
分
析
装
置

1
時
間

3
,6
7
0
円

　

2
⑴
の
表
機
械
、
電
子
等
に
係
る
産
業
技
術
に
関
連
す
る
も
の
の
部
化
学
試
験
・
分
析
の
款
の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

硬
度
試
験

自
動
フ
ォ

カ
ス
微
小
硬
さ
試
験

1
件

1
,6
7
0
円

　

2
⑴
の
表
機
械
、
電
子
等
に
係
る
産
業
技
術
に
関
連
す
る
も
の
の
部
化
学
試
験
・
分
析
の
款
エ
ッ
ク

ス
線
回
折
試
験
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
に
よ
る

め
っ
き
膜
厚
測
定

1
件

6
,7
4
0
円

微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
に
よ
る

定
性
分
析

1
件

4
,7
5
0
円

微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
に
よ
る

半
定
量
分
析

1
件

6
,4
0
0
円

微
小
部
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
に
よ
る

マ
ッ
ピ
ン
グ
測
定

1
件

8
,3
2
0
円

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上

の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契

約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

随
意
契
約
に
係
る
役
務

　

㈠　

名
称　

人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務

　

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
九
月
二
十
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

　

㈠　

名
称　

株
式
会
社
Ｙ
Ｓ
Ｋ　
ｅ	

｜	

ｃ	

ｏ	

ｍ

　

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
湯
田
一
丁
目
十
三
番
二
号

五　

契
約
金
額　

六
千
九
百
六
十
九
万
六
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七	　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
業
務
の
受
託
者

で
あ
る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平



山
梨
県
公
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第
五
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

三
八
五

成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
）
。

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
落
合
千
四

百
三
十
七
の
一
、
千
四
百
四
十
一
の
二
、
千
四
百
四
十
二
、
千
四
百
五
十
四
の
一
、
千
四
百
五
十
四

の
三
及
び
千
四
百
六
十
六
の
一
、
同
町
市
川
大
門
字
西
条
千
四
百
六
十
九
の
三
、
千
四
百
六
十
九
の

十
五
及
び
千
四
百
六
十
九
の
十
六
並
び
に
同
町
高
田
字
大
正
百
八
十
五
の
四
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路　

水
路　

公
園

次
の
図
の
と
お
り

　

	　
（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
南
建
設
事
務
所
及
び
市
川
三
郷
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
千
七
百
九
十
の
三

　

市
川
三
郷
町
長　

久
保
眞
一

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の

適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

落
札
に
係
る
物
品
等

　

㈠　

名
称　

小
型
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
三
軸
制
御
仕
様

　

㈡　

数
量　

三
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

四　

落
札
者

　

㈠　

名
称　

関
東
物
産
株
式
会
社

　

㈡　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
五
番
九
号

五　

落
札
金
額　

三
千
五
百
十
四
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
元
年
九
月
十
二
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の

適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

落
札
に
係
る
物
品
等

　

㈠　

名
称　

小
型
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
五
軸
制
御
仕
様

　

㈡　

数
量　

二
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

四　

落
札
者

　

㈠　

名
称　

関
東
物
産
株
式
会
社

　

㈡　

住
所　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
五
番
九
号

五　

落
札
金
額　

三
千
九
百
七
十
七
万
六
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
元
年
九
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
五
十
三
号　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

三
八
六

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦　
　

　
　
　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
の
七
中
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
」

に
、
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
及
び
第
三
十
条
の
十
第

二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

　

	　

た
だ
し
、
運
転
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
に
お
け
る
申
請
用
写
真
の
省
略
は
、
施
行
規
則
第
二
十

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

そ　

の　

他

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
六
号

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日富

士
山
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長　
　

功　
　

刀　
　

忠　
　

昭　
　

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

1　

工
事
名　

富
士
山
有
料
道
路
管
理
事
務
所
建
設
工
事
（
明
許
）

　

2　

工
事
場
所　

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
地
内

　

3
	　

工
事
概
要　

建
設
主
体
工
事　

鉄
骨
造
二
階
建
て
、
建
築
面
積
九
十
四
・
八
九
平
方
メ
ー
ト

ル
、
延
床
面
積
百
八
十
四
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル　

電
気
設
備
工
事　

一
式　

機
械
設
備
工
事　

一
式

　

4　

工
期　

令
和
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

　

5　

予
定
価
格　

六
千
八
百
二
十
六
万
六
千
円

二	　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間　

令
和
元
年
十
二
月
五
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
水
）
ま

で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除

く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

三	　

そ
の
他　

詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
富
士
山
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
配

布
す
る
一
般
競
争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。
（U

RL

）http://subaruline.jp/

◉　

山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
公
告
第
一
号

　

山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
が
所
有
す
る
山
宮
南
第
一
団
地
建
物
等
の
取
壊
し
に
伴
い
、
一
般
競
争
入
札

に
付
す
の
で
、
山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
定
款
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長　
　

丹　
　

澤　
　

彦　
　

一　
　

一　

工
事
名　

山
宮
南
第
一
団
地
解
体
工
事

二　

工
事
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
山
宮
町
八
五
八
番
地
他

三　

入
札
日
時　

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

四　

入
札
場
所　

山
梨
県
住
宅
供
給
公
社
二
階
会
議
室

五	　

問
合
せ
先　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
十
四
の
十
三　

ダ
イ
タ
ビ
ル
一
階　

山
梨
県
住
宅
供

給
公
社　

電
話
〇
五
五
｜
二
三
七
｜
一
六
四
七

六　

そ
の
他　

参
加
資
格
、
要
件
等
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
、
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。


